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車両使用者がリース等で導入する場合の導入計画の提出フロー

車両使用者がリースで車両を導入し、リース会社が申請する場合等において、
「非化石エネルギー自動車の区分別導入台数計画書」を申請時にリース会社
等からご提出いただいています。

今回申請の利便性を高めるために、新たに車両使用者が、申請前に直接
LEVOにご提出していただく方法を追加します。

次ページ以降に新たに追加された提出方法を説明します。

申請にあたって「非化石エネルギー自動車の区分別導入台数計画書」の提出
は、どちらの方法を選択されても構いませんので、申請の際に選択してください。



① 「非化石エネルギー自動車の区分別導入台数とその割合」の表を

LEVOに提出してください。（電子メールまたは郵送）

電子メール送付先 evhojo@levo.or.jp

② LEVOは受領した表を確認し、その表に管理番号を付け管理します。

③ LEVOから車両使用者にその番号を通知します。

④ 車両使用者はリース会社等にその番号をお知らせしてください。

⑤ リース会社等はその車両使用者の申請書提出時は提出資料総括表に

その番号を記入し申請書を提出します。

⑥ 以後、車両使用者は「非化石エネルギー自動車の区分別導入台数と

その割合」の内容に変更が生じた場合は都度、LEVOに変更版をご提出

ください。管理番号は同年度内は同じ番号をご使用ください。

次ページのフロー図をご参照ください。

車両使用者がリース等で導入する場合の導入計画の提出フロー

車両使用者がリース等にて本補助金の申請をする場合で「非化石エネル
ギー自動車の区分別導入台数とその割合」の表を車両使用者が自らLEVOに
提出する場合は以下の方法で提出してください。

mailto:evhojo@levo.or.jp
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提出資料総括表

車両使用者がリース等にて本補助金の申請をす
る場合で、

「非化石エネルギー自動車の区分別導入台数と
その割合」の表を車両使用者自らLEVOに提出を
希望する場合は

LEVOに直接ご提出いただき、その時付与する管
理番号を申請者にお知らせしてください。

申請者は申請書ご提出時、左の総括表の欄に番
号をご記入ください。



非化石エネルギー自動車の区分別導入台数とその割合（ 計画と実績 ）

新書式

車両総重量８トン以下と
軽自動車

車両総重量８トン超


